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3日・文化の日　23日・勤労感謝の日　24日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2025（令和7年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

税を考える週間　税の役割や意義を理解し、納税意識を高めることを目的とした啓発活
動が「税を考える週間」です。毎年この時期には各地で税に関する様々な広報イベントや
講演会が開かれるほか、児童・生徒から募集した税に関する作文や書道、標語などの作品展・
表彰式、税務行政への功労者に対する納税表彰なども行われます。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請� �

� 11月17日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付�

� 12月1日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 12月1日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 12月1日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 12月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 12月1日
地方税／�個人事業税第2期分の納付� �

� 都道府県の条例で定める日
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11 月号─2

　

令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
、
19
歳

以
上
23
歳
未
満
の
被
扶
養
者
に
関
す

る
認
定
要
件
（
健
康
保
険
制
度
）
が

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
令
和
７
年
７
月
４
日
に

厚
生
労
働
省
よ
り
発
せ
ら
れ
た
通
知

（
保
発
０
７
０
４
第
１
号
・
年
管
発

０
７
０
４
第
１
号
）
等
に
基
づ
き
認

定
要
件
の
変
更
に
つ
い
て
解
説
し
ま

す
。

一
　
見
直
し
の
背
景

　

従
来
の
認
定
要
件
（
年
間
収
入
１

３
０
万
円
未
満
）
は
、
被
扶
養
者
が

就
労
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

就
業
時
間
や
収
入
を
一
定
範
囲
に
抑

え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
就
業
調
整

の
実
態
を
生
ん
で
い
ま
し
た
。

　

昨
今
、
社
会
全
体
で
人
手
不
足
が

深
刻
化
し
て
お
り
、
特
に
若
年
層
の

就
業
意
欲
を
阻
害
し
な
い
制
度
設
計

が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

令
和
７
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い

て
、
現
下
の
厳
し
い
人
手
不
足
の
状

況
に
お
け
る
就
業
調
整
対
策
等
の
観

点
か
ら
、
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
者

へ
の
「
特
定
扶
養
控
除
の
見
直
し
」

と
「
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設
」

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
健
康

保
険
制
度
に
お
い
て
も
整
合
性
を
図

り
、
認
定
要
件
が
見
直
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

二
　
変
更
内
容

　
「
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
認
定
対

象
者
（
被
保
険
者
の
配
偶
者
を
除

く
。）」
は
、
被
扶
養
者
の
認
定
要
件

の
う
ち
、
年
間
収
入
の
要
件
が
「
１

５
０
万
円
未
満
」
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

従
来
の
「
１
３
０
万
円
未
満
」
の

要
件
は
、
60
歳
以
上
ま
た
は
障
害
者

等
に
対
し
て
「
１
８
０
万
円
未
満
」

と
な
る
特
例
を
除
き
、
全
年
齢
に
お

い
て
共
通
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

の
見
直
し
は
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の

範
囲
に
限
っ
て
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

注
意
を
要
し
ま
す
。

三
　
変
更
後
の
認
定
要
件
の
取
扱
い

　
「
１
５
０
万
円
未
満
」
の
要
件
は
、

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ

れ
ま
す
。

19
歳
以
上
23
歳
未
満
で
あ
る
認

定
対
象
者
（
以
下
「
認
定
対
象

者
」
と
表
記
）
が
被
保
険
者
と

同
一
世
帯
の
場
合

①　

認
定
対
象
者
の
年
間
収
入
が

１
５
０
万
円
未
満
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
被
保
険
者
の
年
間
収
入
の
２

分
の
１
未
満
の
場
合
は
、
原
則
と

し
て
被
扶
養
者
に
該
当
す
る
も
の

と
さ
れ
ま
す
。

②　

①
の
条
件
に
該
当
し
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
当
該
認
定
対
象
者

の
年
間
収
入
が
１
５
０
万
円
未
満

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
被
保
険
者
の

年
間
収
入
を
上
廻
ら
な
い
場
合
に

は
、
当
該
世
帯
の
生
計
の
状
況
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
被
保

険
者
が
そ
の
世
帯
の
生
計
維
持
の

中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
被
扶
養
者

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

認
定
対
象
者
が
被
保
険
者
と
同

一
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
場
合

　

認
定
対
象
者
の
年
間
収
入
が
、
１

５
０
万
円
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

被
保
険
者
か
ら
の
援
助
に
依
る
収
入

額
よ
り
少
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と

し
て
被
扶
養
者
に
該
当
す
る
も
の
と

さ
れ
ま
す
。

前
記
⑴
お
よ
び
⑵
に
よ
り
被
扶

養
者
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
実

態
と
著
し
く
か
け
離
れ
た
も
の

と
な
り
、
か
つ
、
社
会
通
念
上

妥
当
性
を
欠
く
こ
と
と
な
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合

　

そ
の
具
体
的
事
情
に
照
ら
し
最
も

妥
当
と
認
め
ら
れ
る
認
定
を
行
う
も

の
と
さ
れ
ま
す
。

前
記
⑴
か
ら
⑶
の
取
扱
い
に
よ

る
被
扶
養
者
の
認
定

　

通
知
の
適
用
日
（
令
和
７
年
10
月

１
日
）
後
の
被
扶
養
者
の
認
定
に
つ

い
て
行
う
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
適
用
日
よ
り
前
に

遡
っ
て
申
請
す
る
場
合
、
適
用
日
前

の
期
間
に
つ
い
て
は
従
来
要
件
（
１

〈健康保険制度〉〈健康保険制度〉

被扶養者の認定要件変更被扶養者の認定要件変更

⑴

⑵⑷ ⑶



3─ 11月号

３
０
万
円
未
満
）が
適
用
さ
れ
ま
す
。

被
扶
養
者
の
認
定
を
め
ぐ
っ
て
、

関
係
者
間
に
問
題
が
生
じ
て
い

る
場
合

　

被
保
険
者
又
は
関
係
保
険
者
の
申

し
立
て
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
勤
務

す
る
事
業
所
の
所
在
地
の
地
方
厚
生

（
支
）
局
保
険
主
管
課
長
が
関
係
者

の
意
見
を
聴
き
適
宜
必
要
な
指
導
を

行
う
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

四
　
認
定
に
関
す
る
Q
&
A

　

前
記
の
通
知
と
併
せ
て
発
せ
ら
れ

た
「
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
被
扶
養

者
に
係
る
認
定
に
関
す
る
Q
&
A

に
つ
い
て
」（
厚
生
労
働
省
）を
基
に
、

認
定
要
件
見
直
し
と
関
連
す
る
事
項

を
お
伝
え
し
ま
す
。

Q
１　

な
ぜ
19
歳
以
上
23
歳
未
満

の
被
扶
養
者
に
係
る
認
定
に
つ

い
て
年
間
収
入
の
要
件
を
変
更
す

る
の
で
す
か
。
ま
た
、
な
ぜ
配
偶

者
は
今
回
の
変
更
の
対
象
と
な
ら

な
い
の
で
す
か
。

A
１　

今
回
の
見
直
し
は
、
令
和

７
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
等
を

対
象
と
す
る
特
定
扶
養
控
除
の
見

直
し
お
よ
び
特
定
親
族
特
別
控
除

の
創
設
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
こ
れ
ら
の
税
制
措
置
と
の
整

合
性
を
図
る
た
め
、
健
康
保
険
制

度
に
お
け
る
同
年
齢
層
の
被
扶
養

者
認
定
要
件
が
見
直
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　
　

配
偶
者
は
、
所
得
税
法
上
、
特

定
扶
養
控
除
の
対
象
と
は
な
ら

ず
、
別
途
「
配
偶
者
控
除
」
ま
た

は
「
配
偶
者
特
別
控
除
」
の
適
用

を
受
け
る
た
め
、
今
回
の
健
康
保

険
制
度
に
お
け
る
見
直
し
の
対
象

に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
　

な
お
、
配
偶
者
と
は
、
届
出
を

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

み
ま
す
。

Q
２　

学
生
で
あ
る
こ
と
は
要
件

で
は
な
い
の
で
す
か
。

A
２　

税
制
改
正
に
お
け
る
取
扱

い
と
同
様
に
、
学
生
で
あ
る
こ

と
の
要
件
は
求
め
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
あ
く
ま
で
も
、
年
齢
に
よ
っ

て
判
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
Q
３　

年
齢
要
件
（
19
歳
以
上
23

歳
未
満
）
に
つ
い
て
は
、
い
つ

の
時
点
で
判
定
す
る
の
で
す
か
。

A
３　

所
得
税
法
上
の
取
扱
い
と

同
様
に
、
そ
の
年
の
12
月
31
日

現
在
の
年
齢
で
判
定
し
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
19
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
年
か
ら
22
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
年
に
お
け
る
年
間
収
入
要
件

が
「
１
５
０
万
円
未
満
」
と
な
り

ま
す
。

　
　

こ
れ
ま
で
の
健
康
保
険
制
度
に

は
無
か
っ
た
年
齢
の
判
定
方
法
の

た
め
注
意
を
要
し
ま
す
。

　
　

例
え
ば
、
N
年
10
月
に
19
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
る
場
合
に
は
、
N

年
（
暦
年
）
に
お
け
る
年
間
収
入

要
件
は
「
１
５
０
万
円
未
満
」
を

用
い
て
判
定
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
健
康
保
険
法
等
に
お
け

る
取
扱
い
と
同
様
、
民
法
の
期
間

に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
た

め
、
年
齢
は
誕
生
日
の
前
日
に
お

い
て
加
算
す
る
こ
と
か
ら
、
誕
生

日
が
１
月
１
日
で
あ
る
者
は
12
月

31
日
に
お
い
て
年
齢
が
加
算
さ
れ

る
点
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

Q
４　

年
間
収
入
が
１
５
０
万
円

未
満
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
所

得
税
法
上
の
取
扱
い
と
同
様
に
、

過
去
１
年
間
の
収
入
で
判
定
す
る

こ
と
と
な
る
の
で
す
か
。

A
４　

年
間
収
入
が
１
５
０
万
円

未
満
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
従

来
と
同
様
の
年
間
収
入
の
考
え
方

に
よ
り
判
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
認
定
対
象
者

の
過
去
の
収
入
、
現
時
点
の
収
入

又
は
将
来
の
収
入
の
見
込
み
な
ど

か
ら
、
今
後
１
年
間
の
収
入
を
見

込
み
ま
す
。

Q
５　

今
回
の
取
扱
い
を
踏
ま

え
、
被
扶
養
者
の
削
除
の
届
出

の
取
扱
い
に
変
更
は
あ
り
ま
す
か
。

A
５　

被
扶
養
者
の
削
除
の
届
出

の
取
扱
い
に
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

（
参
考
）被
扶
養
者
の
削
除

　　

被
扶
養
者
の
認
定
後
、
保
険
者

は
少
な
く
と
も
年
1
回
は
被
扶
養

者
に
係
る
確
認
を
行
う
こ
と
が
望

ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

そ
の
結
果
、
被
扶
養
者
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
場
合
、
①
認
定
時
に
は
誤
り

（
瑕
疵
）が
な
く
、
そ
の
後
の
事
情

に
よ
り
被
扶
養
者
の
要
件
を
満
た

さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
要
件

を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
時
点
以
降

で
被
扶
養
者
を
削
除
す
る
届
出
を

提
出
さ
せ
る
、
②
認
定
時
に
誤
り

（
瑕
疵
）が
あ
り
、
当
初
か
ら
被
扶

養
者
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な

か
っ
た
場
合
に
は
、認
定
時
に
遡
っ

て
取
消
す
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑸



11 月号─4

　男性労働者が育児をより積極的に行うこ
とや育児休業を気兼ねなく取得できるよう、
社会的機運の醸成を図ることを目的に、厚
生労働省による広報事業として実施されて
きた「イクメンプロジェクト」が、令和7年
7月に「共育（トモイク）プロジェクト」と
してリニューアルされました。
　「イクメンプロジェクト」においては、育
児・介護休業法の改正も相まって、令和5
年度の男性の育児休業取得率は30.1％と
過去最高を記録するに至り（※令和6年度
は40.5％まで上昇）、プロジェクトの開始
当初の目的を一定程度果たしましたが、一
方で、育児休業取得期間や家事関連時間に
は男女間で大きな差があること、職場にお
ける男性の長時間労働が見直されていない
といった課題が残っていました。
　「共育プロジェクト」では、共働き・共育

ての推進のため、「職場」や「家庭」におけ
るいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男
女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・
育児を両立し、「共に育てる」に取り組め
る社会を目指すこととされています。
　特に、企業へのアプローチを主軸に、雇
用環境・職場風土の改善等、多くの企業が
「共育て」しやすい環境作りに積極的に取
り組めるよう、普及啓発活動といった働き
かけをメインに展開することが予定されて
います。
〈予定されている活動例〉
・企業向けセミナー、シンポジウムの実施
・企業版両親学級の取組促進
・若年層向け意識調査、結果発表記者会見
の実施
・個人、若年層向けオンラインセミナーの
実施
・「共育の推進」に向けたコンテンツの発
信等
　詳細は、厚生労働省の「共育プロジェク
ト公式サイト」をご参照ください。

　

令
和
７
年
６
月
に
公
表
さ
れ
た

「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」（
厚

生
労
働
省
）
に
よ
る
と
、
業
務
災
害

に
係
る
脳
・
心
臓
疾
患
、
精
神
障
害

に
関
す
る
労
災
補
償
状
況
は
、
請
求

件
数
・
支
給
決
定
件
数
の
い
ず
れ
も

増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
要
因
と
し

て
は
長
時
間
労
働
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
よ
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
ま

す
。

　

具
体
的
な
件
数
を
み
る
と
、
例
え

ば
脳
・
心
臓
疾
患
に
対
す
る
支
給
決

定
件
数
は
、
令
和
３
年
度
１
７
２
件

→
令
和
６
年
度
２
４
１
件
、
精
神
障

害
の
支
給
決
定
件
数
は
、
令
和
３
年

度
６
２
９
件
→
令
和
６
年
度
は
１
０

５
５
件
へ
と
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
や
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
、
業

務
フ
ロ
ー
の
見
直
し
や
人
員
配
置
の

再
検
討
・
社
員
教
育
な
ど
を
行
い
な

が
ら
、
業
務
を
起
因
と
す
る
災
害
発

生
の
抑
制
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

過
労
死
等
の
動
向

 厚生労働省  
共育プロジェクトの開始

　令和6年12月2日に従来の健康保険証
は廃止され、「マイナ保険証」の活用を基
本とする制度に変わりました。
　発行済みの健康保険証は退職等で資格喪
失にならない限り、最大1年間使用可能と
されていますが、令和7年12月1日をもっ
て使用可能期間を終え、発行済みの健康保
険証は利用することができなくなります。
　今後、医療機関で受診の際は、マイナ保
険証（マイナンバーカードを持っていない・
マイナ保険証の利用登録をしていない方は、
資格確認書）を使用します。
　なお、従来の健康保険証は、令和7年
12月2日以降は回収不要とされ、従業員
による保険証の自己破棄も可能です。
　これら健康保険証の扱いの変更について、
従業員向けのアナウンスを実施しておくと
よいでしょう。

11月の労務 ピックアップ  
健康保険証の取扱変更に 
関する案内準備


